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１ 更なる安全確保のための飛行ルール等に関する検討事項 

 以下の事項については、引き続き、「小型無人機の更なる安全確保のための制

度設計に関する分科会」において検討を進める。 

 ・機体の安全性確保等（登録・認証制度等） 

・操縦者の技能のあり方（資格制度等） 

 ・運航管理のあり方 

 等 

 

２ その他の検討事項 

 以下の事項については、新たに「小型無人機の更なる利活用に向けた諸課題の

検討に関する分科会（仮称）」を設置して論点の整理を行い、その後に各論点に

ついて順次検討を進める。 

 ・被害者救済（自動飛行する小型無人機の事故責任と保険） 

 ・小型無人機の飛行と土地の所有権の関係・プライバシー保護 

 ・サイバーセキュリティ 

 ・いわゆるドローンハイウェイ構想 

 等 


